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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期

決算年月 平成25年８月 平成26年８月 平成27年８月 平成28年８月 平成29年８月

売上高 (千円) 3,021,753 3,876,674 5,340,246 6,317,835 7,500,181

経常利益 (千円) 146,675 252,887 321,258 532,004 543,301

当期純利益 (千円) 78,324 145,765 212,572 314,869 360,021

持分法を適用した場合の投資
利益

(千円) － － － － －

資本金 (千円) 64,965 64,965 92,465 292,634 296,399

発行済株式総数 (株) 1,293 25,860 30,860 3,376,100 13,734,400

純資産額 (千円) 454,151 548,801 770,406 1,794,688 2,127,743

総資産額 (千円) 1,161,021 1,376,840 1,905,127 3,108,683 3,411,805

１株当たり純資産額 (円) 349,111.52 58.14 67.61 132.88 154.92

１株当たり配当額
(円)

6,400 680 680 9.30 2.50
(１株当たり中間配当額) (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益金額 (円) 60,575.60 14.60 21.77 26.89 26.47

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) － － － 26.27 26.14

自己資本比率 (％) 38.9 39.7 40.4 57.7 62.4

自己資本利益率 (％) 18.9 29.2 32.3 24.6 18.4

株価収益率 (倍) － － － 23.4 30.9

配当性向 (％) 10.6 11.6 7.8 8.6 9.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － 176,439 157,287 546,607 202,718

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － △54,014 △27,886 △35,846 △164,162

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － △138,413 129,475 636,280 △45,129

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) － 432,786 692,804 1,837,836 1,832,065

従業員数 (名) 662 874 1,106 1,242 1,583
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。

３．第26期はキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目について

記載しておりません。

４．第26期から第28期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありま

すが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。また、当社は、平

成28年７月１日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、第29期の潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額は、新規上場日から第29期末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

５．第26期から第28期までの株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
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６．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有しておりませんので記載しておりません。

７．第27期以降の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、新日本有限責任監

査法人により監査を受けておりますが、第26期の財務諸表については、監査を受けておりません。

８．当社は、平成26年８月８日付で普通株式１株につき20株の割合で、平成28年４月30日付で普通株式１株につ

き100株の割合で、平成29年３月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、

第27期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜

在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。
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２ 【沿革】

　

年月 概要

昭和62年12月 東京都豊島区に当社設立

平成３年１月 テレマーケティング代行サービス業務を開始

平成６年11月 パソコンネットワーク「サンネット」を埼玉県大宮市（現・さいたま市）に開設

平成７年10月
インターネット事業部（現・ウェブマーケティングコミュニケーション事業部）を開設し、コンテ
ンツ制作業務を開始

平成９年４月 インターネット事業部にてシステム開発業務へ本格参入

平成13年７月 業務拡張の為、本社を東京都新宿区に移転

平成14年９月 ネットワークソリューション事業部（現・ITインフラ事業部）を開設

平成16年11月 札幌支社を開設

平成18年１月 大阪支社を開設

平成18年５月 福岡支社を開設

平成19年11月 本社においてISO27001（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム）取得

平成20年９月 システムソリューション事業部（現・スマートソリューション事業部）を開設

平成20年11月 業務拡大により東京本社・別館（東新宿オフィス）を開設

平成21年５月 AndroidやiPhone向けアプリの各種リリースを開始

平成22年10月 How to動画専門C to Cマーケットサイトcomoco.tvサイトを公開

平成23年７月 業務拡大により東京本社・別館（東新宿オフィス）を西新宿本社９階へ増床・移転

平成23年７月 Androidを組込んだ鏡型情報端末「スマート洗面台」を発表

平成23年９月 中国遼寧省瀋陽市に海外子会社「世科信息技術（瀋陽）有限公司」を設立

平成24年４月 札幌ウェブオペレーションセンターを設立

平成24年８月 中小企業のIT活用を総合的に支援する「IT侍」をリリース

平成25年１月 iPhone向けゲームアプリ「元祖天ぷら侍」をリリース

平成25年５月 Androidを使った近未来型家庭菜園「スマート野菜工場」を発表

平成25年９月 移動通信インフラサービス部（現・通信・ハードウエア部）を開設

平成26年５月 名古屋支社を開設

平成26年６月 大阪支社を増床・移転

平成26年７月 横浜支社を開設

平成26年９月 刈谷支店を開設

平成26年10月 低価格施設園芸向けモニタリングシステム「みどりクラウド」を発表

平成27年７月 ITインフラ事業部がISO9001（QMS：品質マネジメントシステム）取得

平成28年７月 東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場

平成29年11月 東京証券取引所市場第一部へ上場市場を変更
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３ 【事業の内容】

当社は、『IT技術教育（人材育成）によりビジネスを創造し、社会の発展に貢献する』との経営方針のもとに、イ

ンターネットを通じた、ITインフラ、ウェブマーケティングコミュニケーション、スマートソリューションの３つの

ソリューションを提供する事業を行っております。

　当社の提供するサービスは主に、企業が抱えるIT及びインターネットを用いた問題解決策の提案及びその実現を行

う「ソリューションサービス（*1）」が中心でしたが、直接クライアント先で技術提供を行う「オンサイトサービス

（*2）」のニーズの増加に伴い、それぞれの事業において当社独自の採用、営業、教育体系によりその時代のニーズ

に合わせたIT人材を創出することで、「ソリューションサービス」と「オンサイトサービス」の２つの形態で業務を

拡大しております。

　当社は、就業意欲が高いIT業界未経験者の採用を行うことで安定的に人員を確保し、当社独自の教育プログラムに

より未経験であっても入社から２ヶ月でITエンジニアとしての就業を可能としております。また、各部門の事業活動

及び新商品開発から得られた技術やノウハウを蓄積した教育プログラムを「セラク情熱大学」として提供すること

で、永続的な技術力向上を図っております。一方で、当社の人材育成力を強みとした営業活動を積極的に展開するこ

とにより多様な案件を獲得しており、対応可能な事業領域を拡大しております。このような採用、教育、営業の三位

一体のビジネスモデルを採用することにより、就業時から段階的にその時のスキルに合った業務内容で就業できる体

制を整備しております。

 

＜当社の教育型人材創出モデルのイメージ＞

 

 

この教育型人材創出モデルの特徴は次のとおりです。

ａ．大量採用を行いやすい未経験者でも早期に就業が可能です。

ｂ．大手SIer（*3）が請け負う大型案件では、エントリーレベルの業務には自社の人員はコストが合わないため

外部調達することが一般的です。当社は経験の浅いエンジニアを運用担当人員として供給しています。

ｃ．一定程度のスキルを身に着けたエンジニアは、エンドクライアント向けのソリューション案件やチーム型案件

のリーダー、あるいは、当社における新規ITビジネスの創出を担当させることができます。
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また、下記の事業拠点をベースに日本全国で事業活動、採用活動を展開しております。

 

 

 

当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであ

ります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。　

　

(1) ＩＴインフラ事業

日常使用するパソコンの選定・設定の提案及び設定作業から、企業の情報資産漏洩を防ぐセキュリティ対策、大

規模ネットワークの安定稼動を支える運用業務などを提供しています。

　

①ＩＴインフラ事業におけるソリューションサービス

コンピュータ及びネットワークシステムの設計・構築・運用・保守までITシステムのライフサイクルのどの

フェーズでもクライアントのニーズに合ったソリューションを提供します。

ａ．ネットワーク設計構築・運用

ユーザー数が、数名規模の零細企業から、数万人規模の大企業の設計構築・障害対応、設定変更の運用を

行っています。また、コンピュータウィルス対策やネットワークへの不正侵入・盗聴による情報漏えいなどを

防ぐための高度なセキュリティ対策なども提供しています。
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ｂ．サーバ設計構築・運用

メールのやり取りに必要となるメールサーバやウェブサイトの表示に欠かせないウェブサーバ、社内のファ

イル共有で必要となるファイルサーバなど各種サーバの設計構築及び運用を行います。また、コスト削減・省

電力化を実現するとして注目されるサーバの仮想化（*4）は当社の得意分野であり、仮想化技術のベンダー認

定資格取得者を70名以上有しています。

 
ｃ．ＩＴインフラ機器のリプレース

パソコンやサーバ、ネットワーク機器などのITインフラに関する機器にはメーカー保証が定められているこ

とや、ユーザー数の最も多いOSのWindowsが数年間隔で新しいバージョンがリリースされ旧バージョンのサポー

トが終了することから、ITインフラ機器の入れ替えは企業にとって必須となります。当社では数台の小規模な

リプレース作業から数千台規模の大規模な機器のリプレース作業まで、また、パソコンだけでなく、サーバや

ネットワーク機器などあらゆるITインフラ機器のリプレース対応が可能です。

 
②ＩＴインフラ事業におけるオンサイトサービス

主に企業の情報システムやヘルプデスク部門、SIerに常駐し、クライアント社内や商用のネットワーク及びサー

バの設計構築、運用保守業務を行います。

　ITインフラの分野においては、24時間365日安定稼動させることが求められるため、運用保守業務では特に、高度

な専門知識までは求められないまでも、技術マニュアルを読みこなした上での障害対応や設定変更などの運用技術

力のあるエンジニアが必要となります。

　採用については、全国の各支社にて行っており、現地就業だけではなく、東京で数年間経験を積んだ後Ｕターン

して地元に貢献できるエンジニアの採用も広く行っております。

当サービスにおいては、業務の性質上多人数のチーム体制によってサービスを提供することが多いことと最も早

く事業拡大に着手したことから、当社において最も社員数の多い主力サービスとなっております。

 
(2) ウェブマーケティングコミュニケーション事業

コーポレートサイト（*5）、ECサイト（*6）、プロモーションサイト（*7）など、各種ウェブサイトのデザイン

制作、運用等のサービスを提供しております。

 
①ウェブマーケティングコミュニケーション事業におけるソリューションサービス

クライアントから直接依頼があった以下のような案件を社内で制作しております。

ａ．ウェブサイト制作及びディレクション（*8）

コーポレートサイト、ECサイト、各種ウェブサイトのコンテンツ企画及びデザイン制作、ディレクション

ｂ．ウェブサイト運用

ウェブサイトやメールマガジンなどの定期的、定型的なコンテンツ制作、更新、ECサイトや付随する顧客

データベース（*9）の構築・管理、メール配信、アクセス解析（*10）などを行うためのウェブシステムの運用

ｃ．ネット広告運用　

インターネット広告（*11）などオンラインプロモーションの企画、運営

 
②ウェブマーケティングコミュニケーション事業におけるオンサイトサービス

主に広告代理店やSIer、メーカーなど直接クライアント先に常駐し上記①ａ．～ｃ．の業務を行います。また、

クラウド型の顧客管理システムを導入しているクライアントに対しては、本システムを用いた営業支援、営業サ

ポートを行うクラウドサポートサービスも行っております。現在、クラウド型顧客管理システム（*12）のサポート

サービスを提供できる企業が日本に数社しかないことと、本システムの導入企業が増えていることから、クラウド

サポートサービスは今後の大きな伸びが期待できます。
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(3) スマートソリューション事業

ウェブや携帯電話上で利用するチケット発券システム顧客管理システム、問い合わせ管理システムといったウェ

ブシステムを自社サイトで活用したいというクライアントに対して希望の要件を聞き取り、希望に合ったシステム

開発を行います。

　

①スマートソリューション事業におけるソリューションサービス

昨今のスマートフォンの普及に伴いスマートフォン向けアプリの需要も増えておりますが、当社ではスマート

フォンの黎明期からスマートフォンアプリの研究開発に取り組んでおり、iPhone/Androidを問わず数多くのアプリ

開発の実績を持ちます。また、設計・開発部門だけでなく検証（*13）専門の部門を有しており、より質の高いシス

テムを提供しています。

開発実績例：

・キャンペーンサイト内の懸賞ゲーム制作

・劇場サイト内のチケット発券システム

・大手シティホテルの宿泊予約システム

・スマートフォン用無線LAN自動接続ツール

・女性向けに特化した健康管理用アプリ

・キャラクターカレンダーアプリ

これらのノウハウをクライアントに提供するだけでなく自社サービスにも利用し、動画プロモーションサイトや

デコレーションメールアプリ、ゲームアプリなどの開発実績も有しています。

 
②スマートソリューション事業におけるオンサイトサービス

システム開発は大規模になればなるほど開発に関わるエンジニアが多数必要となり、自社の社員だけでなく協力

会社のエンジニアと共に開発する必要が生じます。未経験者を中心に全国で中途採用も積極的に行い、クライアン

トの要望にあったスキルのエンジニアをクライアント先に常駐させるサービスを行っております。

　業務内容としては、比較的大規模な、ウェブシステムやスマートフォン用アプリ、Java（*14）を用いた業務系シ

ステムやコンシューマー向けゲーム開発や検証業務なども行っております。オンサイトサービスは、ソリューショ

ンサービスでは経験を積めない案件に携わることが多いため、オンサイトサービスで習得したノウハウをソリュー

ションサービスに還元し、ソリューションサービスのスキル向上にも繋げ、自社サービスの品質向上及びサービス

拡大を図っています。
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(4) その他事業

その他事業には、通信・ハードウェア分野のオンサイト事業と、農業IoT（*15）分野での新サービスである「み

どりクラウド」が含まれております。また、当社の関係会社である世科信息技術（瀋陽）有限公司は、中国国内に

おいてシステム開発を行っておりますが、非連結子会社であるため、事業内容の記載を省略しております。

① 通信・ハードウェア分野におけるオンサイトサービス

主に京浜地域・中京地域を中心に移動体通信事業者向けの技術提供や、自動車・家電業界向けの機械設計・組

込ソフトウエア開発を行っております。

② 農業IoTサービス「みどりクラウド」

施設園芸農家向けに、ハードウエアとクラウドサービスで構成される環境モニタリングシステム「みどりクラ

ウド」の販売及びサービス提供を行っております。

 

［事業系統図］

当社の事業の系統図は、次のとおりであります。
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＜用語解説＞

番号 用語 意味・内容

*１ ソリューションサービス
主に請負契約において、成果物の納品によって技術提供を行うサービ
スのこと。

*２ オンサイトサービス
主に派遣契約及びチーム体制における客先での作業を前提とした請負
契約において、技術者の時間稼働もしくは成果物の納品によって技術
提供を行うサービスのこと。

*３ SIer
情報システムの開発において、コンサルティングから設計、開発、運
用までを一括で請負う企業のこと。

*４ サーバの仮想化

1台のサーバ（物理サーバ）を複数台の仮想的なサーバ（仮想サー
バ）に分割して利用する仕組みのこと。それぞれの仮想サーバではOS
やアプリケーションを実行させることができ、あたかも独立したコン
ピュータのように使用することができます。

*５ コーポレートサイト
企業が自社の企業情報や製品・サービス情報、採用情報、投資家向け
情報などを総合的に掲載する、会社紹介用のウェブサイトのこと。

*６ ECサイト
企業が自社の商品を直接消費者に販売するための機能を持ったウェブ
サイトのこと。

*７ プロモーションサイト
企業が主に自社の商品・サービスの宣伝のために作成するウェブサイ
トのこと。

*８ ディレクション
ウェブサイトの構築や運用において、コンテンツ内容の企画や設計な
どの専門的業務やスケジュール管理、各関係者との連絡・調整業務な
どの進行管理業務のこと。

*９ 顧客データベース
主にECサイトなどで使われる、顧客の名前、住所、電話番号などの基
本情報や、購入履歴、対応履歴などの拡張情報を格納するデータベー
スのこと。

*10 アクセス解析

ウェブサイトのユーザがどのページをどのくらいの時間閲覧したか、
どのページにどのくらいの閲覧数があったか等のアクセス状況を数値
化・可視化してウェブサイトの問題点や改善点を抽出する分析手法の
こと。

*11 インターネット広告
バナー掲載や検索ワードに連動して広告を表示させる検索連動型広告
など、企業が自社のウェブサイト以外で自社ブランドや商品・サービ
スをプロモーションするための広告のこと。

*12 クラウド型の顧客管理システム
クラウド環境上で、自社の取引先の情報や、商談、商品、過去の購入
履歴などを顧客の業態・業務内容ごとにカスタマイズして構築する
サービスのこと。

*13 検証
構築したシステムやアプリが設計した通りに動作するか、想定外の操
作を行った時に正しくエラー処理を行うか等の動作チェックを網羅的
に行うこと。

*14 Java
業務システム開発において使用されることが多いプログラミング言
語。Android上でのアプリ開発でも使用される。

*15 IoT

Internet of Thingsの略。全てのモノがインターネットに繋がる、と
いう概念を示しており、様々な機器がインターネットを通じてデータ
を送受信することにより、様々なモノの制御や監視に役立つと考えら
れている。
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４ 【関係会社の状況】

当社は、海外に子会社１社を有しておりますが、非連結子会社であるため、記載を省略しております。

 

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

   平成29年８月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

1,583 30.1 2.7 3,383
 

　

セグメントの名称 従業員数(名)

ＩＴインフラ事業 817

ウェブマーケティングコミュニケーション事業 292

スマートソリューション事業 329

その他 57

全社(共通) 88

合計 1,583
 

(注) １．従業員数は、就業従業員数であります。

２．臨時従業員数については、その総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない経営管理部門等に所属し

ているものであります。

５．従業員数が最近１年間で341名増加しました。これは、主として業容の拡大に伴い定期採用者及び期中採用

者が増加したことによるものであります。
　

(2) 労働組合の状況

　労働組合は組織されておりませんが、労使関係は良好であり、特記すべきことはありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、米国の政策運営の不安定さや地政学リスクの高まりに伴い、経済活動の先行

き不透明な状況が続いている一方、金融政策、経済政策により雇用・所得環境の緩やかな改善基調にありました。

　当社が主にサービスを提供する情報産業分野においては、ビッグデータなど新たな技術を活用した新しいビジネ

スモデル創出意欲の高まりや、AI技術を活用した製品やサービスが産業全体に大きく拡大することが見込まれてお

り、これらの需要に対応する質の高いITエンジニアの採用・育成の重要性が増しております。

　このような環境の下、当社は引き続きITエンジニアの採用及び技術教育を充実させるべく注力するとともに、

「みどりクラウド」をはじめとした農業IoT分野を拡大させるべく、営業体制の構築を行うとともに、新しいサービ

スの確立に取り組んでまいりました。

　このような情勢の中、当社の売上高は7,500,181千円(前期比18.7％増)、営業利益は532,852千円(前期比0.7％

減)、経常利益は543,301千円(前期比2.1％増)、当期純利益は360,021千円(前期比14.3％増)となりました。

　

なお、事業分野別のセグメント概況は、以下のとおりであります。

①　ＩＴインフラ事業

ITインフラ事業においては、大手企業の安定継続的なIT投資及び人材不足を背景に、人材の積極的採用・育成

に注力してまいりました。中長期的に継続するIT運用及び従来のシステムからクラウド環境への移行及びその後

の運用案件に併せて、パブリッククラウドをベースとしたIT基盤環境の構築及び運用サービスの拡大に取り組ん

でまいりました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は4,303,100千円（前期比16.9％増）、セグメント利益は560,737千円

（前期比38.4％増）となりました。

②　ウェブマーケティングコミュニケーション事業

ウェブマーケティングコミュニケーション事業においては、顧客企業における「デジタルマーケティング領

域」、「ウェブサイト運用」、「CRMマーケティング運用」の慢性的な人材不足を背景に順調に案件獲得が見込め

ることから、引き続き人材の積極採用及び育成に注力いたしました。

　自社メディア「JOB CLIMBER」サイトにおいて、即戦力人材の採用を活発化させ、組織力を活かしたチーム提案

を行い、事業拡大を実現する為の先行的な投資を行っております。また、SalesforceなどのBIツールの導入、定

着化、改善及び運用を支援する「アドミンサービス」について体制を確立・整備することでサービスを拡大して

まいりました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は1,316,560千円（前期比35.9％増）、セグメント利益は141,388千円

（前期比20.5％増）となりました。

　　（注）CRMとは、売上・利益に貢献する優良客を増やしてビジネスを成功に導く顧客志向のマネジメント手法のこ

と。

③ スマートソリューション事業

スマートソリューション事業においては、既存の大手企業からのシステム開発の継続案件の受注に留まらず、

クライアントとともにIoTソリューション案件を創出することに注力してまいりました。併せて、「フロントエン

ド技術領域」の案件増加及び、人材不足を背景に安定的な案件獲得が見込まれることから、人材の積極的採用及

び育成を継続して進めております。

　これらの結果、当セグメントの売上高は1,605,499千円（前期比15.3％増）、セグメント利益は131,840千円

（前期比15.3％減）となりました。
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④ その他事業

その他事業においては、通信事業や組込ソフトウエア、ハードウェア設計などへの技術提供、IoTプラット

フォーム開発、施設園芸農家向け環境モニタリングシステム「みどりクラウド」の販売・サービス提供を行って

おります。

　通信・ハードウェアの技術提供においては、製造業への支援業務において、前期に引き続き安定した実績をあ

げております。

　みどりクラウド事業においては、農業界での認知度や市場における優位性の向上、販売網の拡充を図るべく、

自治体や種苗会社、農業資材販売会社とも協同し、積極的に販促活動強化を図ってまいりました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は275,021千円（前期比0.7％減）、セグメント損失は49,558千円（前期

はセグメント損失11,010千円）となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、資金という）の残高は、前事業年度末に比べ5,770千円減少

し、1,832,065千円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、202,718千円（前年同期は546,607千円の収入）となりました。

　主な要因は、税引前当期純利益541,296千円の計上、前払費用の減少28,611千円、未払金の増加72,768千円、未払

消費税等の増加13,808千円、賞与引当金の増加12,937千円、退職給付引当金の増加15,668千円が生じたものの、売

上債権の増加197,858千円、たな卸資産の増加21,973千円、法人税等の支払額292,915千円が生じたことによるもの

であります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、164,162千円（前年同期は35,846千円の支出）となりました。

　主な要因は、敷金及び保証金の回収による収入31,617千円、有形固定資産の取得による支出66,369千円、無形固

定資産の取得による支出44,514千円、敷金及び保証金の差入による支出85,480千円によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、45,129千円（前年同期は636,280千円の収入）となりました。

　主な要因は、短期借入金の返済による支出10,000千円、配当金の支払額31,232千円によるものであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社は受注生産を一部行っておりますが、事業内容が多岐にわたっており、受注生産の重要性が乏しいことか

ら、記載を省略しております。

　

(2) 受注実績

当社は受注開発を一部行っておりますが、事業内容が多岐にわたっており、受注開発の重要性が乏しいことか

ら、記載を省略しております。

　

(3) 販売実績

販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

ＩＴインフラ事業 4,303,100 116.9

ウェブマーケティングコミュニケー
ション事業

1,316,560 135.9

スマートソリューション事業 1,605,499 115.3

その他 275,021 99.3

合計 7,500,181 118.7
 

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、その割

合が100分の10以上に該当する相手先がないため記載を省略しております。
　

３ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。

　

(1) 経営方針

当社は、「IT技術教育（人材育成）によりビジネスを創造し、社会の発展に貢献する」ことを経営方針として掲

げております。具体的には、当社の強みである採用力とIT技術教育により、人材獲得に苦慮する顧客へのサービス

提供に留まらず、新たなITエンジニアの人材創出をする企業として社会の発展に努めてまいります。また、「みど

りクラウド」をはじめとしたIT技術力を生かした独自商品サービスや新商品を開発・展開することで、企業価値の

向上を目指してまいります。

　

(2) 経営環境及び対処すべき課題等

現在のわが国の経済は、緩やかな回復基調で推移しているものの、依然として先行きに不透明感があります。そ

のような中、当社の将来の業績は、優秀な人材の確保とその稼働率の多寡にかかっております。これを実現するた

めに、優秀な人材の採用及び育成、新規事業の開発と拡大、企業の社会的責任への取り組みについて、バランスを

取りながら永続して強化を図ることが最大の課題であると認識しております。

　そこで、当社は、以下のような点に留意し経営活動に取り組んでまいります。

　

① 優秀な人材の確保、育成

当社は、顧客にIT技術を提供できる人材を自社で採用し、入社後技術研修をはじめとした社内教育を行うこ

とでIT技術とビジネススキルを備えた人材を顧客に提供できることを強みとしております。

　そのため当社では、現在の採用活動及び研修制度をさらに発展させ、採用から研修、モチベーション維持の

ための計画的かつ体系的なシステムの構築、運用に取り組んでまいります。

　

② 営業の強化

優秀な人材の育成には、キャリアアップの選択肢を拡げるための案件の確保が必要となり、これを実現する

ための営業力が必要不可欠となります。

 そのため当社では、営業個人の提案力、営業力の強化を図るための研修制度の整備を行ってまいります。ま

た、顧客満足の向上を図るため営業部門と技術部門の情報共有や連携強化についても取り組んでまいります。
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③ 新規事業の開発と拡大

長期にわたる企業成長を実現するためには、次なる成長のための新規事業の開発と拡大が重要と考えており

ます。

　当事業年度におきましては、前事業年度から取組んでいる「みどりクラウド」をはじめとした農業IoT分野を

拡大させるとともに、引き続き新規事業の研究開発にも取り組んでまいります。

　

④ 企業の社会的責任への取り組み

当社は、経営理念の１つである「世の為人の為に、貢献する」を実践するため、CSR（企業の社会的責任）活

動に積極的に取り組んでおり、次の２点につきましても徹底した取り組みを図ってまいります。

(a) 企業統治に係る責任の自覚

当社は、監査役監査及び内部監査の充実並びに管理部門をはじめとした内部管理体制の充実により、コー

ポレート・ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理体制の整備と実効的な運用を図ってまいります。

(b) 企業モラルの堅持

当社は、顧客企業の機密厳守をはじめとする厳格な情報管理が事業活動継続の生命線と考えており、

ISO27001(ISMS)を取得しております。引き続き、このような意識を経営幹部以下全ての従業員に自覚させる

ために、入社時及び随時に研修を行い、教育・啓蒙を行ってまいります。

　

４ 【事業等のリスク】

以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載してお

ります。また、必ずしも、そのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の判断上、重要であると

考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。当社は、これら

のリスク発生の可能性を十分に認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、当

社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考え

ております。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであり、将来において発生の可能

性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。

 
(1) 事業環境の変化に伴う当社の優位性低下

当社は、IT技術を中核とし、他領域へ事業を水平展開することでドメインの拡大を図り、各事業領域では、オン

サイト型、ソリューション型の技術支援に加え独自の新商品サービスを展開し技術の高度化を図ってまいりまし

た。しかしながら、事業環境の変化に十分な対応ができなかった場合、若しくは、顧客のニーズを的確に捉えた

サービスを提供できなくなった場合やそれ以外の何らかの要因により当社の競争力が低下した場合には、当社の事

業戦略、財政状態及び経営成績に大きな影響を与える可能性があります。

　

(2) 景気動向及び業界動向の変動による影響

当社が提供するサービスは、企業を取り巻く環境や企業経営の効率化などの動きにより、顧客のITに対する投資

抑制策等の影響を受けることから、経済情勢の変化に伴い事業環境が悪化等した場合、当社の経営成績に影響を与

える可能性があります。

 

(3) 人材の確保及び育成

当社は、事業の拡大に伴い、積極的に人材の獲得・確保・育成を進めております。優秀な人材の獲得・確保・育

成のために、教育制度の充実等の施策を実施しております。しかしながら、今後退職者の増加や採用の不振等によ

り必要な人材を確保することができない場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
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(4) 個人情報を含めた情報管理体制

当社はシステム開発や運用、又はサービス提供の遂行過程において、顧客の機密情報やユーザーの個人情報を取

り扱う可能性があります。また、社内日常業務を遂行する過程においても、役員及び従業員、取引先企業の役職員

に関する個人情報に接する機会があります。

　当社では、システム上のセキュリティ対策に加え、様々な情報を取り扱うシステム開発・運用サービス業者とし

ての信頼性を高めるため、情報セキュリティマネジメントシステム「ISO/IEC27001（JISQ27001）」を取得しており

ます。また、当該公的認証に準拠した「情報セキュリティマニュアル」を整備し、ISMS（情報セキュリティマネジ

メントシステム）の運営、維持、改善に努めております。しかしながら、こうした取り組みにより将来にわたり情

報漏洩を完全に防止できる保証はなく、仮に個人情報その他の機密情報が外部流出するような事態が生じた場合に

は、当社の社会的信用に与える影響は大きく、その代償として当社の経営成績にも多大な悪影響が及ぶ可能性があ

ります。

 

(5) 法的規制

当社が提供するサービスのうち、人材派遣サービスは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

就業条件の整備等に関する法律」（労働者派遣法）に基づいた一般労働者派遣事業として厚生労働大臣の許可を受

けて行なっております。労働者派遣法では、労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、当社が一般労働者派

遣事業主としての欠格事由（労働者派遣法第６条）、及び、当該事業許可の取消事由（同法第14条）に該当した場

合には、厚生労働大臣が事業許可の取消、業務の停止を命じることができる旨を定めております。現時点において

認識している限りでは、当社においてはこれらの法令に定める欠格事由及び取消事由に該当する事実はありませ

ん。しかしながら将来、何らかの理由により許可の取消等が発生した場合には、当社の事業運営に大きな支障をき

たすとともに、業績及び財務状況に大きな影響を与える可能性があります。

また、平成24年10月１日に施行された労働者派遣法改正法が当社業績に与える影響は限定的でありましたが、今

後の動向によっては、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　当社は前述の労働者派遣法の他、職業安定法、労働基準法等の労働関連法令等により、規制を受けております。

法令の変更、新法令の制定、又は解釈の変更等が生じた場合、当社の事業が制約され、当社の業績に影響を与える

可能性があります。

（許認可等の状況）

許認可等の名称 有効期限
許認可等
の番号

規制法令 所轄官庁等 取消事由等

一般労働者派遣
事業許可

平成28年４月１日～
平成33年３月31日

派13-080517 労働者派遣法 厚生労働省
労働者派遣法第６条
に定められている条
項に抵触した場合

 

 

(6) 派遣・請負スタッフに関する業務上トラブルの発生

スタッフによる業務遂行に際して、スタッフの過誤による事故やスタッフの不法行為により訴訟の提起又はその

他の請求を受ける可能性があります。当社は、スタッフの作業にあたり、事故を未然に防ぐために管理体制を整え

ておりますが、上記トラブルによる訴訟内容及び請求金額によっては、当社の事業及び業績に影響を与える可能性

があります。

 

(7) 経営者への依存に関するリスク

当社において、創業者である代表取締役宮崎龍己は、当社の経営方針及び事業戦略を決定するとともに、ビジネ

スモデルの構築から事業化に至るまで重要な役割を果たしております。また、今後も当社の業務全般においては、

同氏の経営手腕に依存する部分が大きいと考えられます。

　当社では、取締役会及び事業部会等における役員及び幹部社員の情報共有を行っております。また、経営組織の

強化など権限委譲を図り、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めておりますが、何らかの理由により同氏

が業務執行を継続することが困難になった場合には、今後の当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。
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(8) 自然災害や事故

地震等の自然災害や予期せぬ事故等により、当社あるいは取引先企業の重要な設備が損壊する等の被害が発生し

た場合には、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(9) 資金使途に関するリスク

平成28年６月に実施した公募増資（自己株式の処分を含む）による調達資金の使途については、優秀な人材の採

用費用、販売販促活動費用、新製品・サービスの研究開発費用等に充当しております。しかしながら、未使用分に

つきましては外部環境等の影響により、目論見どおりに事業計画が進展せず、調達資金が上記の予定通りに使用さ

れない可能性があります。また予定どおりに使用された場合でも、想定どおりの効果を上げることができず、当社

の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

６ 【研究開発活動】

当事業年度の研究開発活動は、IoTを実現する低消費電力で広いエリアをカバーできる無線ネットワークに対応す

るための研究開発、「みどりクラウド」を中核とした周辺機器を含めたハードウェア開発促進のための研究開発、

及び実際の機器と圃場による農業のIT化を推進するための実証研究を実施いたしました。

　IoT普及のためには、機器の通信省電力化への対応、及び様々なセンサー機器との通信の安定性が不可欠と捉え、

無線通信への対応においてはLoRa等を用い、通信規格の圃場による実用性までを対象とした検証をしております。

また、ハードウェア開発においては、「みどりボックスPRO」に至るマルチセンサーゲートウェイ機能の強化拡充、

環境制御機能の追加に向けての開発を行っております。

　南島原農業IT研究所では、これらの圃場を用いた実証の他、農業ITに最適なセンサー類の検証、生育や病害虫予

測に繋がる解析手法など、環境モニタリングと制御に関わる研究開発を推進しております。

　当事業年度における研究開発費の総額は19,681千円であります。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

　

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成しております。この財

務諸表の作成するにあたり重要となる当社の会計方針は、「第５　経理の状況　１　財務諸表等　(1)　財務諸表　

重要な会計方針」に記載のとおりであります。なお、この財務諸表の作成にあたっては、経営者による会計方針の

選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者

は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる

不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。

　

(2) 財政状態の分析

当事業年度末の流動資産は3,091,716千円、固定資産は320,088千円、流動負債は1,155,760千円、固定負債は

128,301千円、純資産は2,127,743千円、総資産は3,411,805千円となりました。

　

(資産)

当事業年度末の総資産は、前事業年度末と比較して303,121千円増加し、3,411,805千円となりました。流動資産

は前事業年度末と比較して165,338千円増加し、3,091,716千円となりました。主な要因は、売掛金203,799千円、原

材料26,388千円の増加、前払費用28,611千円、未収入金21,383千円の減少によるものであります。固定資産は前事

業年度末と比較して137,783千円増加し、320,088千円となりました。主な要因は、建物51,653千円、無形固定資産

30,256千円、敷金及び保証金53,179千円の増加によるものであります。

　

(負債)

負債は、前事業年度末と比較して29,933千円減少し、1,284,061千円となりました。流動負債は前事業年度末と比

較して53,935千円減少し、1,155,760千円となりました。主な要因は、未払金72,725千円、未払消費税等13,808千

円、賞与引当金12,937千円の増加、買掛金24,595千円、短期借入金10,000千円、1年内返済予定の長期借入金16,662

千円、未払法人税等109,307千円の減少によるものであります。固定負債は前事業年度末と比較して24,002千円増加

し、128,301千円となりました。これは、長期借入金8,334千円、退職給付引当金15,668千円の増加によるものであ

ります。

　

(純資産)

純資産は、前事業年度末と比較して333,055千円増加し、2,127,743千円となりました。主な要因は、資本金3,765

千円、当期純利益の計上による利益剰余金360,021千円の増加、配当金31,397千円の支払による減少によるものであ

ります。

　

(3) 経営成績の分析

（売上高）

売上高については7,500,181千円となり、前事業年度と比べて1,182,345千円増加しております。増加の主な理由

は、積極的な採用活動に加え、新規顧客開拓にも注力したことによるものであります。

　

（売上原価）

売上原価については5,854,612千円となり、前事業年度と比べて923,766千円増加しております。増加の主な理由

は人員の増加により労務費が870,588千円増加したことによるものであります。

この結果、売上総利益は1,645,568千円(前期比18.6％増)となりました。

　

（販売費及び一般管理費）

販売費及び一般管理費については1,112,716千円となり、前事業年度と比べて262,077千円増加しております。増

加の主な理由は、営業部門及び管理部門増強のための人員増加により給料手当が92,718千円増加したこと、積極的

な採用活動により採用費が34,948千円増加したこと等によるものであります。

この結果、営業利益は532,852千円(前期比0.7％減)となりました。
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（営業外損益）

営業外損益については、営業外収益が11,667千円となり前事業年度と比べて2,563千円減少した一方、営業外費用

が1,217千円となり前事業年度と比べて17,359千円減少しております。営業外収益の減少は、雇用助成金が前事業年

度に比べて8,373千円が減少したことによるものであります。営業外費用の減少は、主として前事業年度の東京証券

取引所マザーズ上場に伴う株式公開費用14,948千円によるものであります。

この結果、経常利益は543,301千円(前期比2.1％増)となりました。

　

（特別損益）

特別損益については、特別損失が2,004千円となり前事業年度に比べて4,407千円減少しております。これは、当

事業年度においては関係会社株式評価損2,004千円が発生し、前事業年度に発生した減損損失6,412千円がなくなっ

たことによるものであります。

この結果、税引前当期純利益は541,296千円（前期比3.0％増）となりました。

　

（当期純利益）

法人税等合計は、法人税、住民税及び事業税を182,773千円、法人税等調整額を△1,498千円計上し181,275千円と

なりました。

この結果、当事業年度の当期純利益は360,021千円(前期比14.3％増)となりました。

　

(4) キャッシュ・フローの状況の分析

「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。

　

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について

「第２　事業の状況　４　事業等のリスク」に記載のとおりです。

　

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度におきましては、事業規模の拡大及び経営効率化の観点から、総額110,883千円の設備投資を実施してお

ります。

主な投資といたしましては、本社オフィス増床に伴う建物附属設備として54,746千円、みどりクラウドのソフトウ

エアとして35,425千円の設備投資を実施いたしました。

なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

 

２ 【主要な設備の状況】
      平成29年８月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容
帳簿価額(千円)

従業員数
(名)

建物
工具、器具
及び備品

車両運搬具
ソフト
ウエア

合計

本社
(東京都新宿区)

全事業、
全社

オフィス 53,731 9,475 ― 80,784 143,991 1,210

札幌支社
(北海道札幌市

中央区)
全事業 オフィス 89 0 ― ― 89 12

名古屋支社
(愛知県名古屋市

中村区)
全事業 オフィス 2,277 1,293 ― ― 3,570 94

大阪支社
(大阪府大阪市

西区)
全事業 オフィス 2,504 ― ― ― 2,504 130

福岡支社
(福岡県福岡市

博多区)
全事業 オフィス ― ― ― ― ― 34

横浜支社
(神奈川県横浜市

神奈川区)
全事業 オフィス 2,519 108 ― ― 2,628 103

南島原農業IT研究所
(長崎県南島原市)

全事業 オフィス 2,993 1,024 370 ― 4,388 ―

 

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．上記事業所の年間賃借料は合計138,682千円であります。

４．従業員数は、就業従業員数であります。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加能力総額

(千円)
既支払額
(千円)

本社
(東京都新宿区)

その他
みどり
クラウド

68,000 ― 自己資金
平成29年

９月
平成30年

８月
（注）

 

（注）完成後の増加能力につきましては、合理的な算出が困難なため、記載しておりません。

 

(2) 重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 49,376,000

計 49,376,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成29年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年11月22日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,734,400 13,734,400
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であ
ります。

計 13,734,400 13,734,400 ― ―
 

(注) 平成29年11月20日付で、東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所市場第一部へ市場変更いたしました。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

　会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

第３回新株予約権（平成26年８月22日開催の臨時株主総会決議）

 
事業年度末現在

(平成29年８月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年10月31日)

新株予約権の数(個) 458 (注)１ 450 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)  183,200(注)１、３  180,000(注)１、３

新株予約権の行使時の払込金額(円) 45 (注)２、３ 同左

新株予約権の行使期間
平成28年８月29日から
平成33年８月28日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　   45 (注)３
資本組入額　22.5 (注)３

同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

― ―
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、400株であります。

   新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調

整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てます。
　

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
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２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げます。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

　
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上

げます。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

既発行
株式数

＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込(処分)金額

新規発行前の１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

　
   上記算式において「既発行株式数」とは当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自

己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。更に、当社が他社と合併する場合、もしくは会

社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な

範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。

３．平成28年４月30日付けで普通株式１株につき100株の株式分割を、また、平成29年３月１日付けで普通株式

１株につき４株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予

約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組

入額」が調整されております。

４．権利行使の条件は以下のとおりであります。

　　 ①　本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日以降、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約

権の20%又は２個のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。

    ②　新株予約権者は、当社の普通株式が上場された場合において、下記(a)から(c)に掲げる各条件を充たし

たときは、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数又は

記載された個数のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。

     (a)平成26年８月期乃至平成32年８月期のうち、いずれかの期において売上高が100億円以上かつ経常利益

が10億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の50%又は４個まで

　　　(b)平成26年８月期乃至平成32年８月期のうち、いずれかの期において売上高が120億円以上かつ経常利益

が11億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の75%又は６個まで

　　　(c)平成26年８月期乃至平成32年８月期のうち、いずれかの期において売上高が150億円以上かつ経常利益

が12億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の100%

　 　③　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は

従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役

会が認めた場合は、この限りではない。

　　 ④　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認めない。

　　 ⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことができない。

　　 ⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

 

EDINET提出書類

株式会社セラク(E32397)

有価証券報告書

22/67



 

第４回新株予約権（平成26年12月25日開催の臨時株主総会決議）

 
事業年度末現在

(平成29年８月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年10月31日)

新株予約権の数(個) 286 (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 114,400 (注)１、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 138 (注)２、３ 同左

新株予約権の行使期間
平成28年12月26日から
平成33年12月25日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 138 (注)３
資本組入額 69 (注)３

同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

― ―
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、400株であります。

新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調

整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てます。
　

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

　
２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げます。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

　
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上

げます。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

既発行
株式数

＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込(処分)金額

新規発行前の１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

　
   上記算式において「既発行株式数」とは当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自

己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。更に、当社が他社と合併する場合、もしくは会

社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な

範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。

３．平成28年４月30日付けで普通株式１株につき100株の株式分割を、また、平成29年３月１日付けで普通株式

１株につき４株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予

約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組

入額」が調整されております。

４．権利行使の条件は以下のとおりであります。

　　 ①　本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日以降、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約

権の20%又は２個のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。

    ②　新株予約権者は、当社の普通株式が上場された場合において、下記(a)から(c)に掲げる各条件を充たし

たときは、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数又は

記載された個数のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。

     (a)平成27年８月期乃至平成32年８月期のうち、いずれかの期において売上高が100億円以上かつ経常利益

が10億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の50%又は４個まで

　　　(b)平成27年８月期乃至平成32年８月期のうち、いずれかの期において売上高が120億円以上かつ経常利益

が11億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の75%又は６個まで
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　　　(c)平成27年８月期乃至平成32年８月期のうち、いずれかの期において売上高が150億円以上かつ経常利益

が12億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の100%

　 　③　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は

従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役

会が認めた場合は、この限りではない。

　　 ④　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認めない。

　　 ⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことができない。

　　 ⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年８月８日
（注）１

24,567 25,860 ― 64,965 ― 7,465

平成27年６月25日
（注）２

5,000 30,860 27,500 92,465 ― 7,465

平成28年４月30日
（注）３

3,055,140 3,086,000 ― 92,465 ― 7,465

平成28年６月30日
（注）４

168,000 3,254,000 115,920 208,385 115,920 123,385

平成28年８月３日
（注）５

122,100 3,376,100 84,249 292,634 84,249 207,634

平成29年１月16日
（注）６

3,800 3,379,900 582 293,216 582 208,216

平成29年３月１日
（注）７

10,139,700 13,519,600 ― 293,216 ― 208,216

平成29年３月31日
（注）８

204,800 13,724,400 2,958 296,174 108 208,324

平成29年７月31日
（注）９

10,000 13,734,400 225 296,399 225 208,549

 

(注）１.株式分割（１株：20株）による増加であります。

２.新株予約権の権利行使による増加であります。

３.株式分割（１株：100株）による増加であります。

４.有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

　 発行価格　     1,500円

　 引受価額    　 1,380円

　 資本組入額　　   690円

　 払込金総額　231,840千円

５.有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

　 発行価格　     1,380円

　 資本組入額　　   690円

　 割当先　　　　ＳＭＢＣ日興証券株式会社

６.新株予約権の権利行使による増加であります。

７.株式分割（１株：４株）による増加であります。

８.新株予約権の権利行使による増加であります。

９.新株予約権の権利行使による増加であります。
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(6) 【所有者別状況】

       平成29年８月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数 100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) ― 3 36 26 18 7 4,582 4,672 ―

所有株式数
(単元)

― 6,972 4,675 9,950 1,308 24 114,396 137,325 1,900

所有株式数
の割合(％)

― 5.08 3.40 7.25 0.95 0.02 83.30 100.00 ―
 

 

(7) 【大株主の状況】

平成29年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

宮崎　龍己 埼玉県戸田市 7,072,000 51.49

宮崎　浩美 東京都練馬区 1,360,000 9.90

株式会社宮崎 埼玉県戸田市下前二丁目１番５号 952,000 6.93

特定有価証券信託受託者　
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

東京都港区西新橋１丁目３番１号 576,000 4.19

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 98,500 0.71

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 81,200 0.59

ＧＭＯクリック証券株式会社 東京都渋谷区桜丘町20－１ 40,500 0.29

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 40,000 0.29

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 33,500 0.24

ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＧ Ｌ
ＯＮＤＯＮ ＧＰＦ ＣＬＩＥＮＴ Ｏ
ＭＮＩ－ＦＵＬＬ ＴＡＸ ６１３
 
(常任代理人　ドイツ証券株式会社）

ＴＡＵＮＵＳＡＮＬＡＧＥ １２，Ｄ－６０
３２５ ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ ＡＭ ＭＡＩ
Ｎ，ＦＥＤＥＲＡＬ ＲＥＰＵＢＬＩＣ Ｏ
Ｆ ＧＥＲＭＡＮＹ
（東京都千代田区永田町二丁目11番１号）

30,400 0.22

計 ― 10,284,100 74.88
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成29年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式  

13,732,500
137,325

権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式であり、単元株式数
は100株であります。

単元未満株式 1,900 ― ―

発行済株式総数 13,734,400 ― ―

総株主の議決権 ― 137,325 ―
 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社セラク(E32397)

有価証券報告書

26/67



 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

　

第３回新株予約権（平成26年８月22日開催臨時株主総会決議）

決議年月日 平成26年８月22日臨時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数 当社従業員48名（注）

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―
 

 (注）本書提出日現在の付与対象者は、従業員14名の退職、従業員１名が監査役に異動となったことにより、監査役

１名、従業員33名であります。
　

第４回新株予約権（平成26年12月25日臨時株主総会決議）

決議年月日 平成26年12月25日臨時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数
当社取締役１名
当社従業員２名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上　

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―
 

　

２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 普通株式
 

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。
　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。
　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。
　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主に対する適正な利益還元を経営の重要課題として認識しており、配当政策に関しては、各事業年度に

おける利益水準、次期以降の見通し、設備投資に係る資金需要及び内部留保の状況等を総合的に勘案した上で、株主

への利益配当を実施していく方針であります。

　また、内部留保資金の使途につきましては、運転資金及び設備投資などに充当し、事業基盤の安定と企業価値の向

上に努めて参ります。

　当社が剰余金の配当を行う場合は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針と考えております。配当の決定

機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行

うことができる旨を定款に定めております。

　第30期事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の方針に基づいて、業績や財務状況等を総合的に勘案し、期

末配当金として１株当たり２円50銭といたしました。

　第30期事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
　

決議年月日
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

平成29年11月22日
定時株主総会決議

34,336 2.50

 

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期

決算年月 平成25年８月 平成26年８月 平成27年８月 平成28年８月 平成29年８月

最高(円) ― ― ― 6,840
4,860

※1,354

最低(円) ― ― ― 2,357
1,065
※783

 

(注) １．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場における株価を記載しております。

２．当社株式は、平成28年７月１日から東京証券取引所マザーズ市場に上場しております。それ以前について

は、該当事項はありません。

　　　 ３．※印は、株式分割(平成29年３月１日、１株→４株)による権利落後の株価であります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別 平成29年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高(円) 1,354 1,095 1,145 1,124 1,008 865

最低(円) 997 783 870 938 838 785
 

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場における株価を記載しております。
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５ 【役員の状況】
　

男性８名　女性０名 （役員のうち女性の比率０％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役 営業本部長 宮崎　龍己 昭和32年２月26日生

昭和55年４月 株式会社マーク 入社

(注)４ 7,072,000

昭和56年12月 米国クイーンズ大学 留学　

昭和59年２月 株式会社マーク 復職

昭和62年12月 当社設立、代表取締役

平成23年12月 当社代表取締役営業本部長（現任）

専務取締役

（注）１

執行役員

ＩＴビジネス

イノベーショ

ン本部長

宮崎　浩美 昭和37年６月５日生

昭和62年４月 東ソー株式会社 入社

(注)４ 1,360,000

平成６年８月 当社入社

平成６年10月 当社取締役

平成19年１月 当社常務取締役

平成25年１月 当社専務取締役

平成26年10月 当社専務取締役執行役員経営管理本部長

平成28年９月 当社専務取締役執行役員ＩＴビジネス

イノベーション本部長（現任）

取締役

執行役員

経営管理

本部長

小関　智春 昭和50年６月24日生

平成11年４月 株式会社グローアップ 入社

(注)４ ―

平成12年３月 当社入社

平成15年４月 ネットワークソリューション事業部長

平成19年７月 当社取締役

平成26年10月 当社取締役執行役員技術本部長

平成28年９月 当社取締役執行役員経営管理本部長

（現任）

取締役

（注）２
― 西村　光治 昭和40年10月６日生

平成４年４月 弁護士登録 東京弁護士会 入会

(注)４ ―

弁護士法人 松尾綜合法律事務所 入所

（現任）

平成19年６月 日本パーカライジング株式会社 監査役

平成26年12月 当社 社外取締役（現任）

平成27年３月 カンロ株式会社 社外監査役（現任）

平成27年６月 日本パーカライジング株式会社

社外取締役（現任）

取締役

（注）２
― 山崎　哲男 昭和28年11月４日生

昭和51年４月 日興証券株式会社

（現・ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社

(注)４ ―

平成11年１月 同社 執行役員 企業法人本部長

平成14年３月 同社 常務執行役員 近畿北陸本部長　　

株式会社大阪証券取引所

（現・株式会社大阪取引所）社外取締役

平成19年３月 日興企業株式会社 代表取締役社長

平成22年４月 ＡＩＵ損害保険株式会社 顧問（現任)

平成27年11月 当社 社外取締役（現任）

監査役

（常勤）
― 吉本　寿樹 昭和49年１月５日生

平成８年４月 第二電電株式会社

（現・ＫＤＤＩ株式会社）入社

(注)５ ―

平成13年３月 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社

入社

平成16年10月 株式会社ザイマックスウェイヴ 入社

平成18年３月 当社入社

平成20年１月 当社経営企画室長

平成24年９月 当社法務部長

平成26年12月 当社監査役（現任）

監査役

（注）３
― 芹沢 俊太郎 昭和51年３月19日生

平成11年10月 朝日監査法人

（現・有限責任あずさ監査法人）入所

(注)５ ―

平成15年４月 公認会計士登録

平成19年１月 芹沢公認会計士事務所開業

平成19年６月 税理士登録

平成19年12月 当社 社外監査役（現任）

平成20年11月 みさき監査法人設立 代表社員（現任）

平成24年２月 ＴＲＡＤ税理士法人設立代表社員（現任)

監査役

（注）３
― 勝呂　和之 昭和34年11月29日生

平成元年９月 柏谷道正公認会計士事務所 入所

(注)５ ―

平成４年12月 税理士登録

平成６年９月 勝呂会計事務所開業

平成16年３月 コンフィアンサ税理士法人設立

代表社員（現任）

平成27年11月 当社 社外監査役（現任）

計 8,432,000
 　
(注) １．専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。

２．取締役 西村光治、山崎哲男は、社外取締役であります。
３. 監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。
４．平成29年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のもの

に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年４月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のもの

に関する定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度

を導入しております。執行役員は３名で、ＩＴビジネスイノベーション本部長 宮崎浩美、経営管理本部長
小関智春、ＩＴソリューション本部長 米谷信吾で構成されております。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

当社は、株主、顧客、従業員をはじめとする利害関係者に対して、経営責任と説明責任の明確化を図り、もっ

て、企業価値の最大化によるメリットを提供するため、経営と業務執行における透明性の確保並びにコンプライ

アンス遵守の徹底を進め、同時に、効率的な経営の推進を行うこととしております。こうした取組みを進めてい

く中で、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいりたいと考えております。

　
（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

① 会社の企業統治に関する事項

会社の機関及び内部統制等の概要は、以下のとおりであります。

(a) 会社の機関設計の内容

　　当社の基本的な機関設計は、以下のとおりとしております。

(取締役会)

　当社取締役会は、取締役５名により構成され、うち２名は社外取締役であります。環境変化に迅速に対応で

きる意思決定機関としていることで業務執行監督体制の整備、意思決定の公正化を図っております。

　取締役会は、原則として毎月１回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、

経営及び業務執行に関する重要事項の決定等を行っております。また、取締役会には、監査役３名も出席し、

取締役の職務執行を監査しております。

　なお、定款上において、当社の取締役は７名以内とし、その選任決議は、株主総会において、議決権を行使

することが出来る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこと

及び累積投票によらないものとすることとしております。

(監査役会)

　当社監査役会は常勤監査役１名、非常勤監査役２名から構成されております。監査役は取締役会へ出席し、

会計監査及び業務監査を中心として、経営全般に関する監査を行う体制を構築しております。

　なお、定款上において、当社の監査役は３名以内とし、その選任決議は、株主総会において、議決権を行使

することが出来る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこと

としております。
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(b) 内部統制システムの整備状況

当社は、下記のとおり「内部統制基本方針」を取締役会にて決議しており、この基本方針に基づいた整備を

行っております。

イ．取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　a.当社は、法令・定款及び社会規範を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、法令・定

款及び社会規範に適合した社内規程を整備し、当社グループの取締役及び従業員はこれに従い職務を執

行する。

 b.当社は、コンプライアンスの徹底を図るため、担当取締役を任命し、「コンプライアンス規程」に基づ

き、全社的なコンプライアンス体制の整備を図るとともに、当社グループの取締役及び従業員に対する

教育、管理監督を行う。

 c.当社は、法令・社会規範及び社内規程などの違反行為などの早期発見・是正を目的として、「内部通報

制度（公益通報者保護規程）」を設け、効果的な運用を図る。

 d.反社会的勢力の排除を「反社会的勢力対策規程」に定め、企業の社会的責任を十分認識し、反社会的勢

力に対しては毅然とした態度で臨むとともに、それら勢力との取引や資金提供を疑われるような一切の

関係、不当要求を拒絶・遮断する。

 e.コンプライアンス違反者に対しては、就業規則に基づき厳正に対処する。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 a.株主総会、取締役会などの議事録及び社内規程に従って作成された業務に関する文書は、法令及び「文

書管理規程」など社内規程に基づき適切な保存・管理を行う。

 b.取締役及び監査役は各部門が保存及び管理する情報を常時直接閲覧・謄写又は複写することができる。

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　a.当社は「リスク管理規程」に基づき、当社グループのリスクの把握・事前対応を行うとともにリスクが

顕在化した場合には緊急対策本部を設置し、対策にあたる。

二．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 a.経営上の重要事項審議のため、取締役会を原則月に1回以上開催し業務執行上の重要案件について十分審

議を行う。

 b.職務執行に係る権限を「業務分掌規程」「職務権限規程」「決裁権限基準」等に定め、必要な手続きを

経て承認を得た範囲内で権限委譲を行う。また、業務運営に関する個別経営課題については、事業部会

及び幹部会にて審議することにより、取締役の職務執行の効率化を図る。

ホ．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

 a.子会社の管理責任は事業を所管する事業部長が負い、事業部長が指名する者が子会社を管理する。

 b.子会社の代表は、所管する事業部に対して定期的に運営状況や経営戦略について情報の共有し連携を図

る。

　c.子会社の経営活動上の意思決定事項については、子会社の代表もしくは管理者が当社取締役会に報告し

承認を得るものとする。

　d.子会社の代表及び管理者は、子会社にて損失の危険が生じた場合、直ちに所管事業部長へ報告する。

　e.子会社の業務監査・コンプライアンス監査などのため、子会社に当社内部監査室を派遣し監査を行う。

監査結果については、代表取締役・所管する事業部長及び常勤監査役に報告する。

へ．当社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における、当該従業員に関する事項

 a.監査役から求められた場合には、監査役と協議の上、監査役の職務を補助する従業員を配置する。

ト．監査役の職務を補助する従業員の取締役からの独立性に関する事項

　a.監査役の職務を補助する従業員は、当社の就業規則に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監査役に

属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については監査役と事前協議の上実施する。

チ．監査役の職務を補助する従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

　a.当社監査役より監査業務に関する命令を受けた従業員は、その命令に反して当社取締役の指揮命令を受

けないものとする。

リ．当社グループの取締役及び従業員が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

　a.当社グループの取締役及び従業員は、監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うとともに、

次のような緊急事態が発生した場合には、遅滞なく報告するものとする。

    1) 当社グループの経営に重大な悪影響を及ぼすおそれのある法律上・財務上の事項

    2) その他、当社グループの信用及び業績に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

    3) 重要な訴訟・係争事項

    4) 社内規程の違反で重大な事項

    5) その他、上記に準じる事項

　b.当社グループの取締役及び従業員は、前項に定める事項及び内部通報制度の通報状況について、速やか

に当社の監査役に対し報告を行う。

　c.監査役が必要と判断した時は、いつでも当社グループの取締役及び従業員などに対して報告を求める。
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ヌ．監査役への報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

 a.監査役に報告・相談を行った取締役及び従業員に対し、報告・相談を行ったことを理由とする不利益な

取扱いを禁止する。

ル．会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生

ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項

 a.取締役は、監査役の職務の執行に協力し監査の実効を担保するための監査費用についてあらかじめ予算

計上し、監査役の職務の執行に係る費用等の支払いを行う。

ヲ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 a.取締役は「監査役監査規程」に定める監査役監査の重要性・有用性を十分認識し、監査役監査の環境整

備を行う。

 b.監査役は、社長直轄の内部監査部門である内部監査室に監査の協力を求めることができる。内部監査室

は、監査役による効率的な監査に協力する。

 c.監査役は、取締役及び従業員に対し、随時必要に応じ監査への協力を求めることができる。

 d.監査役は、会計監査人と監査業務の品質及び効率を高めるため、情報・意見交換等の緊密な連携を図る

ことができる。

 e.監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会並びに経営会議のほ

か、全ての会議又は委員会等に出席し報告を受けることができる。

 f.取締役及び従業員は、監査役が求める重要な書類については、速やかに監査役に提出する。

 g.当社グループの取締役及び従業員は、当社又は子会社の業務執行に関し、監査役にコンプライアンス、

リスク管理等に関する報告・相談を直接行うことができる。

 h.監査役は、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要に応じ取締役及び従業員との連絡会を開

催し報告を受けることができる。

 i.取締役及び従業員は、監査役が事業の報告を求めた場合、又は業務及び財産の状況を調査する場合は、

迅速かつ的確に対応する。

 j.監査役は、取締役による子会社管理の監査を行うため、主要な子会社の往査、子会社の監査役との日常

の連携及び子会社監査役連絡会等を通じて、子会社から報告を受けることができる。
　

(c) リスク管理体制の整備の状況

当社は、リスク管理を経営上きわめて重要な活動と認識しております。具体的には、取締役及び取締役会に

よる業務執行及びその監督に努め、一方で、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、諸

規程に基づく業務の運営とチェック及び内部監査の強化による社内の内部統制機能の充実に取組んでおりま

す。

また、当社は、経営の効率化と責任の明確化を図るため、「執行役員規程」に基づき、執行役員制度を導入

し、取締役会において重要事項の決定並びに取締役及び執行役員の業務の執行状況について報告を行い、当社

の取締役及び執行役員の職務の執行について監視・監督を行っております。

　

(d) 会計監査の状況

当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、通常の会計監査を委嘱し、会計上の判断につ

いて、助言を求めるほか、内部統制に関する整備の方針についての助言を求めるなど、重要な会計上の課題に

とどまらず、随時相談し、検討しております。なお、継続監査年数については、全員が７年以内であるため記

載を省略しております。

業務を執行した公認会計士の氏名 補助者の構成

指定有限責任社員　業務執行社員　三浦　太
指定有限責任社員　業務執行社員　新居　伸浩

公認会計士　８名
その他　　　13名

 

　

② 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続並びに内部監査、監査役監査及び会計監査の連携

(a) 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続

内部監査の組織、人員及び手続

　当社は、代表取締役直轄の内部監査専門の部署として内部監査室が設置されており、専任担当者を１名配属

しております。内部監査室は、内部監査の年間計画を策定し、代表取締役からこの計画書について承認を受

け、内部監査の実施に先立ち、監査対象部門へ監査実施通知書を送付し、内部監査を行っております。内部監

査の結果については、代表取締役へ内部監査報告書を提出することにより、報告を行っております。内部監査

の結果、改善事項が検出された場合、監査対象部門へ改善を求め、フォローアップ監査の実施の要否を検討

し、必要に応じてフォローアップ監査を実施します。
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監査役監査の組織、人員及び手続

　監査役は、常勤監査役が非常勤監査役と連携し、業務監査及び会計監査を実施しております。監査役の監査

業務を補佐する専任のスタッフを設けておりませんが、適宜管理部の担当者が事務局機能を代行しておりま

す。監査役監査を実施する手続は、監査役監査の年間計画を策定し、計画書に基づいて、監査を実施します。

監査の結果、改善事項が検出された場合、監査役間で意見交換を行い、取締役会で改善勧告を行います。その

結果を受けて、フォローアップ監査の実施を検討します。

　

内部監査室は、内部監査を実施する過程で検出された事項について、必要に応じて監査役と意見交換を行

い、適宜対応しております。

　また、内部監査室及び監査役は、監査法人と定期的に意見交換を行い、また、会計監査の過程で検出された

事項について、報告を求め、対処するなど、監査の実効性確保に努めております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社は社外取締役として西村光治、山崎哲男、社外監査役として、芹沢俊太郎、勝呂和之を選任しておりま

す。

　当社と社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が社外

取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識を有してい

る、若しくは弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中

立的な立場から当社の経営に有益な助言を頂くことであります。西村光治は弁護士資格を有しております。

また、当社と社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社

が社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士及び税理士の資格を有し会社財務等の専門

的な知見等を有する社外監査役を選任することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立

性を確保することであります。芹沢俊太郎は公認会計士、勝呂和之は税理士資格を有しております。

　なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めて

いませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を

参考にしております。

　

④ 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、

会社法第423条第１項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、

業務執行取締役等でない社外取締役及び監査役の全員と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害

賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役で

あった者を含む。）の同法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議

によって法令の定める限度の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。これ

は、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的とするものであります。

　

⑤　役員の報酬等

イ　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

76,972 76,972 ― ― ― ３

監査役
(社外監査役を除く。)

7,222 7,222 ― ― ― １

社外取締役 4,900 4,900 ― ― ― ２

社外監査役 5,200 5,200 ― ― ― ２
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ロ　提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ　使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項が存在しないため、記載しておりません。

二　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

取締役の報酬等の上限額を定時株主総会で定めており、役員賞与等を含めた年間の役員報酬は、その上限額

の範囲内で支給することとしております。なお、平成27年11月26日の定時株主総会決議により、役員報酬限度

額は以下のとおりとなっております。
　

　役員報酬限度額　取締役　240,000千円（平成27年11月26日の定時株主総会で決議）

　（１事業年度）　監査役　 20,000千円（平成27年11月26日の定時株主総会で決議）
 

また、取締役の報酬の種類、具体的な額及び配分並びに支給時期、その他の支給方法については、取締役会

に一任しており、監査役の報酬については、会社法第387条第２項の規定に基づき、監査役会に一任しておりま

す。

⑥ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総

会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
　

⑦　中間配当に関する事項

当社は、株主への利益還元を機動的に行うことを可能とするため、取締役会の決議によって毎年２月末日を

基準日として、会社法第454条第５項の規定に基づく中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
　

⑧　自己株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行す

ることを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自

己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
　
(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

13,500 1,000 17,000 ―
 

　
② 【その他重要な報酬の内容】

前事業年度

該当事項はありません。
　

当事業年度

該当事項はありません。
　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前事業年度

当社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第２条第１項以外の業務であるコンフォートレター作成業

務について対価を支払っております。
　

当事業年度

該当事項はありません。

 
④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、決定する

方針としております。
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第５ 【経理の状況】

 

１ 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて

作成しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成28年９月１日から平成29年８月31日ま

で）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

 

３ 連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第５条第２項により、当社で

は、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、

連結財務諸表は作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。

①  資産基準          　0.14％

②  売上高基準        　0.07％

③  利益基準        　△0.19％

④  利益剰余金基準  　△1.22％

※会社間項目の消去前の数値により算出しております。

 

４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、また、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人

財務会計基準機構へ加入し、経理・財務等に関するセミナーに参加するとともに、社内規程やマニュアルを整備し随

時更新を行っております。
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１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年８月31日)
当事業年度

(平成29年８月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,880,376 1,876,912

  受取手形 25,209 19,268

  売掛金 799,125 1,002,925

  仕掛品 9,560 5,145

  原材料 10,850 37,239

  前渡金 9,240 6,665

  前払費用 60,143 31,531

  繰延税金資産 105,136 107,961

  未収入金 23,504 2,121

  その他 3,845 2,082

  貸倒引当金 △614 △137

  流動資産合計 2,926,378 3,091,716

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 26,543 84,459

    減価償却累計額 △14,081 △20,344

    建物（純額） 12,461 64,115

   車両運搬具 － 635

    減価償却累計額 － △264

    車両運搬具（純額） － 370

   工具、器具及び備品 26,822 34,639

    減価償却累計額 △18,672 △22,737

    工具、器具及び備品（純額） 8,150 11,902

   有形固定資産合計 20,612 76,388

  無形固定資産   

   ソフトウエア 50,527 80,784

   電話加入権 1,587 1,587

   無形固定資産合計 52,115 82,371

  投資その他の資産   

   関係会社株式 2,863 858

   繰延税金資産 23,833 22,507

   敷金及び保証金 70,544 123,724

   その他 12,335 14,237

   投資その他の資産合計 109,577 161,327

  固定資産合計 182,304 320,088

 資産合計 3,108,683 3,411,805
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年８月31日)
当事業年度

(平成29年８月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 47,416 22,820

  短期借入金 10,000 －

  1年内返済予定の長期借入金 58,328 41,666

  未払金 453,493 526,219

  未払費用 48,605 54,331

  未払法人税等 186,225 76,917

  未払消費税等 129,054 142,863

  預り金 11,194 11,948

  賞与引当金 259,505 272,442

  その他 5,872 6,550

  流動負債合計 1,209,696 1,155,760

 固定負債   

  長期借入金 60,429 68,763

  退職給付引当金 43,870 59,538

  固定負債合計 104,299 128,301

 負債合計 1,313,995 1,284,061

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 292,634 296,399

  資本剰余金   

   資本準備金 207,634 208,549

   その他資本剰余金 285,600 285,600

   資本剰余金合計 493,234 494,149

  利益剰余金   

   利益準備金 8,150 11,290

   その他利益剰余金   

    別途積立金 31,700 31,700

    繰越利益剰余金 968,719 1,294,204

   利益剰余金合計 1,008,570 1,337,194

  株主資本合計 1,794,438 2,127,743

 新株予約権 250 －

 純資産合計 1,794,688 2,127,743

負債純資産合計 3,108,683 3,411,805
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成27年９月１日
　至 平成28年８月31日)

当事業年度
(自 平成28年９月１日
　至 平成29年８月31日)

売上高 6,317,835 7,500,181

売上原価 4,930,845 5,854,612

売上総利益 1,386,989 1,645,568

販売費及び一般管理費 ※１，２  850,638 ※１，２  1,112,716

営業利益 536,350 532,852

営業外収益   

 受取利息及び配当金 82 24

 貸倒引当金戻入額 ― 477

 助成金収入 13,656 5,282

 補助金収入 ― 4,793

 為替差益 ― 802

 その他 492 287

 営業外収益合計 14,231 11,667

営業外費用   

 支払利息 1,619 1,217

 株式公開費用 14,948 ―

 為替差損 2,009 ―

 営業外費用合計 18,577 1,217

経常利益 532,004 543,301

特別損失   

 関係会社株式評価損 ― 2,004

 減損損失 ※３  6,412 ―

 特別損失合計 6,412 2,004

税引前当期純利益 525,591 541,296

法人税、住民税及び事業税 233,994 182,773

法人税等調整額 △23,272 △1,498

法人税等合計 210,721 181,275

当期純利益 314,869 360,021
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【製造原価明細書】

 

  
前事業年度

(自 平成27年９月１日
至 平成28年８月31日)

当事業年度
(自 平成28年９月１日
至 平成29年８月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ  材料費  99,149 2.0 106,037 1.8

Ⅱ  労務費  4,608,820 92.8 5,479,408 92.8

Ⅲ  経費 ※１ 257,846 5.2 319,858 5.4

    当期総製造費用  4,965,816 100.0 5,905,304 100.0

    仕掛品期首たな卸高  7,938  9,560  

合計  4,973,754  5,914,865  

    仕掛品期末たな卸高  9,560  5,145  

    他勘定振替高 ※２ 33,348  55,107  

    当期製品製造原価  4,930,845  5,854,612  
 

 

(注)  ※１  主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

外注費 126,013 129,421

不動産賃借料 68,615 90,319

消耗品費 10,061 25,544

業務委託費 ― 17,116

教育研修費 18,765 16,690
 

　

※２  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

ソフトウエア 28,689 35,425

研究開発費 4,659 19,681

計 33,348 55,107
 

　

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成27年９月１日　至　平成28年８月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 92,465 7,465 ― 7,465 6,213 31,700 675,152 713,066

当期変動額         

新株の発行 200,169 200,169  200,169     

剰余金の配当       △19,366 △19,366

利益準備金の積立     1,936  △1,936 ―

当期純利益       314,869 314,869

自己株式の処分   285,600 285,600     

当期変動額合計 200,169 200,169 285,600 485,769 1,936 ― 293,566 295,503

当期末残高 292,634 207,634 285,600 493,234 8,150 31,700 968,719 1,008,570
 

 

 

株主資本

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

当期首残高 △42,840 770,156 250 770,406

当期変動額     

新株の発行  400,338  400,338

剰余金の配当  △19,366  △19,366

利益準備金の積立  ―  ―

当期純利益  314,869  314,869

自己株式の処分 42,840 328,440  328,440

当期変動額合計 42,840 1,024,281 ― 1,024,281

当期末残高 ― 1,794,438 250 1,794,688
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当事業年度(自　平成28年９月１日　至　平成29年８月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 292,634 207,634 285,600 493,234 8,150 31,700 968,719 1,008,570

当期変動額         

新株の発行 3,765 915  915     

剰余金の配当       △31,397 △31,397

利益準備金の積立     3,139  △3,139 ―

当期純利益       360,021 360,021

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

        

当期変動額合計 3,765 915 ― 915 3,139 ― 325,484 328,624

当期末残高 296,399 208,549 285,600 494,149 11,290 31,700 1,294,204 1,337,194
 

 

 

株主資本

新株予約権 純資産合計
株主資本合計

当期首残高 1,794,438 250 1,794,688

当期変動額    

新株の発行 4,681  4,681

剰余金の配当 △31,397  △31,397

利益準備金の積立 ―  ―

当期純利益 360,021  360,021

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

 △250 △250

当期変動額合計 333,305 △250 333,055

当期末残高 2,127,743 ― 2,127,743
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成27年９月１日
　至 平成28年８月31日)

当事業年度
(自 平成28年９月１日
　至 平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 525,591 541,296

 減価償却費 16,034 24,850

 減損損失 6,412 ―

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 24 △477

 賞与引当金の増減額（△は減少） 80,440 12,937

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,490 15,668

 受取利息及び受取配当金 △82 △24

 支払利息 1,619 1,217

 為替差損益（△は益） 2,009 △802

 補助金収入 ― △4,793

 株式公開費用 14,948 ―

 関係会社株式評価損 ― 2,004

 売上債権の増減額（△は増加） △9,056 △197,858

 たな卸資産の増減額（△は増加） △12,472 △21,973

 前払費用の増減額（△は増加） △8,038 28,611

 未収入金の増減額（△は増加） 1,484 21,383

 仕入債務の増減額（△は減少） 14,300 △24,595

 未払金の増減額（△は減少） 64,328 72,768

 未払費用の増減額（△は減少） 8,007 5,726

 未払消費税等の増減額（△は減少） △67,279 13,808

 その他 12,738 7,122

 小計 658,499 496,869

 利息及び配当金の受取額 82 24

 利息の支払額 △1,645 △1,260

 法人税等の支払額 △110,329 △292,915

 営業活動によるキャッシュ・フロー 546,607 202,718

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △4,609 △2,306

 定期預金の払戻による収入 7,654 ―

 有形固定資産の取得による支出 ― △66,369

 無形固定資産の取得による支出 △33,004 △44,514

 保険積立金の積立による支出 △1,902 △1,902

 敷金及び保証金の差入による支出 △5,607 △85,480

 敷金及び保証金の回収による収入 1,622 31,617

 補助金の受取額 ― 4,793

 投資活動によるキャッシュ・フロー △35,846 △164,162

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） ― △10,000

 長期借入れによる収入 ― 50,000

 長期借入金の返済による支出 △58,328 △58,328

 株式の発行による収入 400,338 4,431

 自己株式の処分による収入 328,440 ―

 株式公開費用の支出 △14,803 ―

 配当金の支払額 △19,366 △31,232

 財務活動によるキャッシュ・フロー 636,280 △45,129
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           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成27年９月１日
　至 平成28年８月31日)

当事業年度
(自 平成28年９月１日
　至 平成29年８月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,009 802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,145,031 △5,770

現金及び現金同等物の期首残高 692,804 1,837,836

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,837,836 ※  1,832,065
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

 　 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

　

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 仕掛品

個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。

　

(2) 原材料

個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。

　

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに

平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　３～15年

車両運搬具　　　　　　　　２年

工具、器具及び備品　　２～８年

　

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（３～５年）に基づいております。

　

４．繰延資産の処理方法

　株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

 

５　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

　

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

　

６ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

　

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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(追加情報)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当事業

年度から適用しております。

 

（退職給付引当金）

　退職給付に係る会計処理は、前事業年度において、退職給付債務の計算を簡便法によっておりましたが、当事

業年度末から原則法により計算する方法へ変更しております。

　この変更は当事業年度末における退職給付計算の対象となる従業員数が300人を超えたためであります。

　なお、この変更に伴う影響額は軽微であります。

 

(損益計算書関係)

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度26.1％、当事業年度28.6％、一般管理費に属する費用のおお

よその割合は前事業年度73.9％、当事業年度71.4％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 平成27年９月１日
至 平成28年８月31日)

当事業年度
(自 平成28年９月１日
至 平成29年８月31日)

役員報酬 92,982千円 94,294千円

給料手当 288,552千円 381,270千円

賞与引当金繰入額 32,409千円 34,283千円

退職給付費用 1,470千円 2,545千円

減価償却費 8,317千円 9,953千円

貸倒引当金繰入額 24千円 ―千円
 

 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 平成27年９月１日
至 平成28年８月31日)

当事業年度
(自 平成28年９月１日
至 平成29年８月31日)

一般管理費 7,099千円 19,681千円

当期製造費用 ― ― 

計 7,099千円 19,681千円
 

 

※３ 減損損失

前事業年度(自 平成27年９月１日 至 平成28年８月31日)

当社は、以下の資産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 金額

本社（東京都新宿区） オフィス 建物 6,412千円
 

　平成28年11月７日に本社が同ビル内で、別フロアに分散していたオフィスを同一フロアに集約することに伴い、

将来使用見込がないため、解約するフロアの建物の帳簿価額を回収可能価額（備忘価額）まで減額し、当該減少額

6,412千円を減損損失として特別損失に計上しております。
　

当事業年度(自 平成28年９月１日 至 平成29年８月31日)

該当事項はありません。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成27年９月１日　至　平成28年８月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 30,860 3,345,240 ― 3,376,100
 

（変動事由の概要）

　株式分割による増加　3,055,140株

　公募増資による増加　 168,000株

　第三者割当による増加　122,100株
　

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 2,380 235,620 238,000 ―
 

（変動事由の概要）

　株式分割による増加　　　　　　　　235,620株

　公募増資の自己株式処分による減少　238,000株
　

３ 新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当事業年度末
残高
(千円)当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

第１回新株予約権
（ストックオプション）

普通株式 500 49,500 ― 50,000 250

第３回新株予約権
（ストックオプション）

― ― ― ― ― ―

第４回新株予約権
（ストックオプション）

― ― ― ― ― ―
 

（変動事由の概要）

株式分割による増加 49,500株

　

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成27年11月26日
定時株主総会

普通株式 19,366 680 平成27年８月31日 平成27年11月27日
 

　

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成28年11月25日 普通株式 利益剰余金 31,397 9.30 平成28年８月31日 平成28年11月28日
 

　

当事業年度(自 平成28年９月１日　至　平成29年８月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 3,376,100 10,358,300 ― 13,734,400
 

（変動事由の概要）

株式分割による増加             10,139,700株

新株予約権の権利行使による増加    218,600株
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２ 自己株式に関する事項

　該当事項はありません。
　

３ 新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当事業年度末
残高
(千円)当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

第１回新株予約権
（ストックオプション）

普通株式 50,000 150,000 200,000 ― ―

第３回新株予約権
（ストックオプション）

― ― ― ― ― ―

第４回新株予約権
（ストックオプション）

― ― ― ― ― ―
 

（変動事由の概要）

株式分割による増加　　　　　　　 　150,000株

新株予約権の権利行使による減少    200,000株

　

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成28年11月25日
定時株主総会

普通株式 31,397 9.30 平成28年８月31日 平成28年11月28日
 

　

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成29年11月22日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 34,336 2.50 平成29年８月31日 平成29年11月24日
 

　

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成27年９月１日
至 平成28年８月31日)

当事業年度
(自 平成28年９月１日
至 平成29年８月31日)

現金及び預金 1,880,376千円 1,876,912千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △42,539千円 △44,846千円

現金及び現金同等物 1,837,836千円 1,832,065千円
 

　

(リース取引関係)

前事業年度(平成28年８月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(平成29年８月31日)

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

１　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、事業計画に照らして、必要資金を金融機関からの借入により調達しております。なお、デリバティブ

取引は利用しておりません。

　

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金、未払金及び未払費用は、全て１年以内の支払期日であります。

借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で２年後であ

ります。

　

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、財務経理部が債権残高を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残

高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

②　資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が定期的に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理

しております。

　

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。

　

２　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極

めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)２を参照ください。)。

 

前事業年度(平成28年８月31日)

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 1,880,376 1,880,376 ―

(2) 受取手形 25,209 25,209 ―

(3) 売掛金 799,125 799,125 ―

(4) 未収入金 23,504 23,504 ―

資産計 2,728,216 2,728,216 ―

(1) 買掛金 47,416 47,416 ―

(2) 短期借入金 10,000 10,000 ―

(3) 未払金 453,493 453,493 ―

(4) 未払費用 48,605 48,605 ―

(5) 未払法人税等 186,225 186,225 ―

(6) 未払消費税等 129,054 129,054 ―

(7) 長期借入金（1年内返済予定を含む） 118,757 119,026 269

負債計 993,552 993,822 269
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当事業年度(平成29年８月31日)

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 1,876,912 1,876,912 ―

(2) 受取手形 19,268 19,268 ―

(3) 売掛金 1,002,925 1,002,925 ―

(4) 未収入金 2,121 2,121 ―

資産計 2,901,227 2,901,227  

(1) 買掛金 22,820 22,820 ―

(2) 短期借入金  ―  ― ―

(3) 未払金 526,219 526,219 ―

(4) 未払費用 54,331 54,331 ―

(5) 未払法人税等 76,917 76,917 ―

(6) 未払消費税等 142,863 142,863 ―

(7) 長期借入金（1年内返済予定を含む） 110,429 110,587 158

負債計 933,581 933,739 158
 

(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

 
資 産

(1）現金及び預金、(2）受取手形、(3）売掛金、(4）未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

　

負 債

(1）買掛金、(2）短期借入金、(3）未払金、(4）未払費用、(5）未払法人税等、(6）未払消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

　

(7）長期借入金（1年内返済予定を含む)

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しております。

　

(注)２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
  (単位：千円)

区分
前事業年度

（平成28年８月31日）
当事業年度

（平成29年８月31日）

関係会社株式 2,863 858
 

（注）関係会社株式については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表に含

めておりません。

　

(注)３．金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

 
前事業年度(平成28年８月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 1,879,458 ― ― ―

受取手形 25,209 ― ― ―

売掛金 799,125 ― ― ―

合計 2,703,794 ― ― ―
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当事業年度(平成29年８月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 1,875,851 ― ― ―

受取手形 19,268 ― ― ―

売掛金 1,002,925 ― ― ―

合計 2,898,045 ― ― ―
 

　

(注)４．長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

 
前事業年度(平成28年８月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 10,000 ― ― ― ― ―

長期借入金
（1年内返済予定を含む）

58,328 41,666 18,763 ― ― ―

合計 68,328 41,666 18,763 ― ― ―
 

　

当事業年度(平成29年８月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 ― ― ― ― ― ―

長期借入金
（1年内返済予定を含む）

41,666 68,763 ― ― ― ―

合計 41,666 68,763 ― ― ― ―
 

 
(有価証券関係)

子会社株式（前事業年度（平成28年８月31日）貸借対照表計上額2,863千円及び当事業年度（平成29年８月31

日）貸借対照表計上額858千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

記載しておりません。
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(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。退職一時金制度では、退

職給付として、退職金規程に基づいた一時金を支給しております。

 

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 
前事業年度

(自 平成27年９月１日
至 平成28年８月31日)

当事業年度
(自 平成28年９月１日
至 平成29年８月31日)

退職給付債務の期首残高 36,380千円 43,870千円
勤務費用 11,565千円 19,388千円
退職給付の支払額 △4,075千円 △3,720千円

退職給付債務の期末残高 43,870千円 59,538千円
 

（注）当社の退職給付に係る会計処理は、前事業年度において、退職給付の計算を簡便法によっておりましたが、

当事業年度から原則法により計算する方法へ変更しております。なお、前事業年度における退職給付費用は

「勤務費用」に計上しております。　

 

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

 前事業年度
(平成28年８月31日)

当事業年度
(平成29年８月31日)

非積立型制度の退職給付債務 43,870千円 59,538千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 43,870千円 59,538千円
 

　

退職給付引当金 43,870千円 59,538千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 43,870千円 59,538千円
 

 

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前事業年度

(自 平成27年９月１日
至 平成28年８月31日)

当事業年度
(自 平成28年９月１日
至 平成29年８月31日)

勤務費用 11,565千円 19,388千円

確定給付制度に係る退職給付費用 11,565千円 19,388千円
 

（注）前事業年度は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており、退職給付費用は「勤務費用」に計上

しております。　

 

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

 
前事業年度

(自 平成27年９月１日
至 平成28年８月31日)

当事業年度
(自 平成28年９月１日
至 平成29年８月31日)

割引率 ― △0.04%
 

（注）前事業年度は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
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(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。

　
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容

 第１回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

付与対象者の
区分及び人数

当社取締役　２名 当社従業員　48名
当社取締役　１名
当社従業員　２名

株式の種類
及び付与数

普通株式　2,200,000
株（注）１、２

普通株式　221,600株
（注）１、２

普通株式　119,600株
（注）１、２

付与日 平成19年８月31日 平成26年８月29日 平成26年12月26日

権利確定条件

新株予約権の権利行
使時においても、当
社又は当社の関係会
社の取締役、監査役
又は従業員であるこ
とを要する。但し、
任期満了による退
任、定年退職、その
他取締役会が正当な
理由があると認めた
場合は、この限りで
はない。

当社の普通株式が上
場された場合におい
て、新株予約権の権
利行使時において
も、当社又は当社の
関係会社の取締役、
監査役又は従業員で
あることを要する。
但し、任期満了によ
る退任、定年退職、
その他正当な理由が
あると取締役会が認
めた場合は、この限
りではない。

当社の普通株式が上
場された場合におい
て、新株予約権の権
利行使時において
も、当社又は当社の
関係会社の取締役、
監査役又は従業員で
あることを要する。
但し、任期満了によ
る退任、定年退職、
その他正当な理由が
あると取締役会が認
めた場合は、この限
りではない。

対象勤務期間
対象勤務期間の定め
はありません。

対象勤務期間の定め
はありません。

対象勤務期間の定め
はありません。

権利行使期間
平成19年９月１日から
平成34年８月31日まで

平成28年８月29日から
平成33年８月28日まで

平成28年12月26日から
平成33年12月25日まで

 

（注)１．株式数に換算して記載しております。
２．平成26年８月８日付で普通株式１株につき20株の割合で、平成28年４月30日付で普通株式１株につ

き100株の割合で、平成29年３月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っているた
め、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度（平成29年８月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

 第１回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

権利確定前(株)    

 前事業年度末 ― 156,400 119,600

 付与 ― ― ―

 失効 ― 2,800 ―

 権利確定 ― ― 23,200

 未確定残 ― 153,600 96,400

権利確定後(株)    

 前事業年度末 200,000 55,200 ―

 権利確定 ― ― 23,200

 権利行使 200,000 24,800 5,200

 失効 ― 800 ―

 未行使残 ― 29,600 18,000
 

（注) 平成26年８月８日付で普通株式１株につき20株の割合で、平成28年４月30日付で普通株式１株につき

100株の割合で、平成29年３月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っているため、

当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
　

② 単価情報

決議年月日 第１回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約

権利行使価格(円) 13 45 138

行使時平均株価(円) 1,067 879.5 822

付与日における公正
な評価単価(円)

― ― ―
 

（注) 平成26年８月８日付で普通株式１株につき20株の割合で、平成28年４月30日付で普通株式１株につき

100株の割合で、平成29年３月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っているため、

当該株式分割による調整後の１株当たりの価額を記載しております。
　

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの

公正な評価単価に代え、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法によっております。

また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる会社の株式の評価方法は、類似業種比準価額法により算定し

た価格を用いております。

　

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。

　

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の

合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計

額

　(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　　　　　 　　―円

　(2) 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額　　　 　　　―円
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 前事業年度
(平成28年８月31日)  

当事業年度
(平成29年８月31日)

繰延税金資産    
　賞与引当金 80,083千円  84,075千円

　退職給付引当金 13,452千円  18,249千円

　未払費用 12,447千円  13,132千円

　敷金及び保証金 8,117千円  3,906千円

　未払事業税 9,481千円  3,722千円

　関係会社株式評価損 3,716千円  4,330千円

　未払事業所税 2,364千円  2,813千円

　その他 3,023千円  4,567千円

繰延税金資産小計 132,686千円  134,798千円

評価性引当額 △3,716千円  △4,330千円

繰延税金資産合計 128,970千円  130,468千円
 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 

 
前事業年度

(平成28年８月31日)  
当事業年度

(平成29年８月31日)

法定実効税率 33.1％  30.9％

（調整）    

住民税均等割等 0.5％  0.5％

交際費等永久差異 0.2％  0.3％

留保金課税 5.3％  4.3％

税率変更による影響 1.3％  ―

評価性引当額の増減 ―  0.1％

税額控除 △2.9％  △3.3％

その他 2.6％  0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.1％  33.5％
 

 

(資産除去債務関係)

前事業年度(平成28年８月31日)

当社は、事務所の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識し

ておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金

及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する

金額を費用に計上する方法によっております。

　なお、当事業年度の負担に属する金額は、見込まれる入居期間に基づいて算定しております。

　

当事業年度(平成29年８月31日)

当社は、事務所の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識し

ておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金

及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する

金額を費用に計上する方法によっております。

　なお、当事業年度の負担に属する金額は、見込まれる入居期間に基づいて算定しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、事業活動の特徴、法的規制等を考慮した経営管理上の区分によって、「ＩＴインフラ事業」、「ウェ

ブマーケティングコミュニケーション事業」、「スマートソリューション事業」の３つを報告セグメントとして

おります。

「ＩＴインフラ事業」は、ネットワーク、サーバ、セキュリティの構築、保守、受託開発業務等を自社で育成

した有資格ITインフラエンジニアによるサポート、「ウェブマーケティングコミュニケーション事業」は、企業

及び団体等のウェブサイトの構築・運営支援、マーケティングの企画・運営支援、「スマートソリューション事

業」は、ウェブシステム、スマートフォンアプリ、組込システムの開発を主な業務としております。

 

２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一でありま

す。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

 

３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度(自 平成27年９月１日　至　平成28年８月31日)

(単位：千円)　

 

報告セグメント

その他
（注1）

合計
調整額
（注2）

財務諸表
計上額
（注3）

ＩＴ
インフラ

ウェブマー
ケティング
コミュニ
ケーション

スマート
ソリュー
ション

計

売上高         

外部顧客への売上
高

3,679,472 969,037 1,392,449 6,040,959 276,875 6,317,835 ― 6,317,835

セグメント間の内
部売上高又は振替
高

9,600 9,000 ― 18,600 ― 18,600 △18,600 ―

計 3,689,072 978,037 1,392,449 6,059,559 276,875 6,336,435 △18,600 6,317,835

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

405,143 117,330 155,598 678,072 △11,010 667,062 △130,711 536,350
 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、通信・ハードウェア事業を含んで

おります。

２．セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額はセグメント間取引消去等であります。

３．セグメント利益又はセグメント損失(△)は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４．セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。
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当事業年度(自 平成28年９月１日　至　平成29年８月31日)

(単位：千円)　

 

報告セグメント

その他
（注1）

合計
調整額
（注2）

財務諸表
計上額
（注3）

ＩＴ
インフラ

ウェブマー
ケティング
コミュニ
ケーション

スマート
ソリュー
ション

計

売上高         

外部顧客への売上
高

4,303,100 1,316,560 1,605,499 7,225,159 275,021 7,500,181 ― 7,500,181

セグメント間の内
部売上高又は振替
高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 4,303,100 1,316,560 1,605,499 7,225,159 275,021 7,500,181 ― 7,500,181

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

560,737 141,388 131,840 833,966 △49,558 784,407 △251,555 532,852
 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、みどりクラウド事業及び通信・

ハードウェア事業を含んでおります。

２．セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又はセグメント損失(△)は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４．セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。

 

【関連情報】

前事業年度(自　平成27年９月１日　至　平成28年８月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２　地域ごとの情報

　売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

３　主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

　

当事業年度(自　平成28年９月１日　至　平成29年８月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２　地域ごとの情報

 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

　

３　主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度(自 平成27年９月１日　至　平成28年８月31日)

　報告セグメントに配分されない固定資産の減損損失       6,412千円

　なお、セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため、減損損失についても報告セ

グメントへの配分は行っておりません。

　

当事業年度(自 平成28年９月１日　至　平成29年８月31日)　     　

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度(自 平成27年９月１日　至　平成28年８月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自 平成28年９月１日　至　平成29年８月31日)

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度(自 平成27年９月１日　至　平成28年８月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自 平成28年９月１日　至　平成29年８月31日)

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前事業年度(自 平成27年９月１日　至　平成28年８月31日)

１ 関連当事者との取引

財務諸表提出会社の子会社との取引

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権の所有
(被所有)割合

関連当
事者と
の関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

子会社
世科信息技術
（瀋陽）
有限公司

中華人民
共和国
遼寧省

15,000
システム
開発

(所有)
直接 100.0%

役員の
兼任

エンジニ
ア・サ
ポート業
務の委託
(注)２

7,028 前渡金 5,675

 

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

 

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

　

当事業年度(自 平成28年９月１日　至　平成29年８月31日)

１ 関連当事者との取引

財務諸表提出会社の子会社との取引

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権の所有
(被所有)割合

関連当
事者と
の関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

子会社
世科信息技術
（瀋陽）
有限公司

中華人民
共和国
遼寧省

15,000
システム
開発

(所有)
直接 100.0%

役員の
兼任

エンジニ
ア・サ
ポート業
務の委託
(注)２

7,388 前渡金 3,586

 

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

 

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 
前事業年度

(自 平成27年９月１日
至 平成28年８月31日)

当事業年度
(自 平成28年９月１日
至 平成29年８月31日)

１株当たり純資産額 132円88銭 154円92銭

１株当たり当期純利益金額 26円89銭 26円47銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 26円27銭 26円14銭
 

(注) １．当社は、平成28年４月30日付けで普通株式１株につき100株の株式分割を、また、平成29年３月１日付けで

普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定

して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定

しております。

２．当社は平成28年７月１日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場したため、前事業年度の潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額は、新規上場日から前事業年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定して

おります。

３．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

項目
前事業年度

(自 平成27年９月１日
至 平成28年８月31日)

当事業年度
(自 平成28年９月１日
至 平成29年８月31日)

１株当たり当期純利益金額   

  当期純利益(千円) 314,869 360,021

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 普通株式に係る当期純利益（千円） 314,869 360,021

 普通株式の期中平均株式数（株） 11,710,236 13,601,180

   

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額（円） 26.27 26.14

　当期純利益調整額（千円） ― ―

　普通株式増加数（株） 276,740 173,540

　　（うち新株予約権）（株） 276,740 173,540

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権２種類
（新株予約権の数632個）
　なお、新株予約権の概要
は「第４ 提出会社の状況、
１株式等の状況、(2)新株予
約権等の状況」に記載のと
おりであります。

新株予約権２種類
（新株予約権の数625個）
　なお、新株予約権の概要
は「第４ 提出会社の状況、
１株式等の状況、(2)新株予
約権等の状況」に記載のと
おりであります。

 

　

(重要な後発事象)

 該当事項はありません。
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⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引
当期末残高
（千円）

有形固定資産        

建物 26,543 57,916 ― 84,459 20,344 6,263 64,115

車両運搬具 ― 635 ― 635 264 264 370

工具、器具及び備品 26,822 7,816 ― 34,639 22,737 4,064 11,902

有形固定資産計 53,366 66,369 ― 119,735 43,346 10,592 76,388

無形固定資産        

ソフトウエア 63,436 44,514 2,610 105,341 24,556 14,257 80,784

電話加入権 1,587 ― ― 1,587 ― ― 1,587

無形固定資産計 65,024 44,514 2,610 106,928 24,556 14,257 82,371
 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

資産の種類 内容及び金額

建物 本社オフィス増床 54,746千円

ソフトウエア みどりクラウド 35,425千円
 

 

【社債明細表】

　　　　該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

区　分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 10,000 ― ― ―

１年以内に返済予定の長期借入金 58,328 41,666 0.78 ―

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 60,429 68,763 0.48
平成30年９月24日～
平成31年５月31日

合　計 128,757 110,429 ― ―
 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
 

区分
１年超２年以内

(千円)
２年超３年以内

(千円)
３年超４年以内

(千円)
４年超５年以内

(千円)

長期借入金 68,763 ― ― ―
 

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 614 137 ― 614 137

賞与引当金 259,505 272,442 259,505 ― 272,442
 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
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【資産除去債務明細表】

　　　　該当事項はありません。

 
(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分 金額(千円)

現金 1,060

預金  

  普通預金 1,824,083

 定期預金 49,201

 定期積金 900

　郵便貯金 1,312

　別段預金 353

計 1,875,851

合計 1,876,912
 

　

②  受取手形

相手先別内訳

 

相手先 金額(千円)

凸版印刷株式会社 19,268

合計 19,268
 

　

期日別内訳

 

期日 金額(千円)

平成29年９月 4,918

　　　　10月 4,929

　　　　11月 4,677

　　　　12月 4,742

合計 19,268
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③  売掛金

相手先別内訳

 

相手先 金額(千円)

株式会社アルファシステムズ 91,176

株式会社インフォメーション・ディベロプメント 50,232

ＣＴＣシステムマネジメント株式会社 40,261

トランス・コスモス株式会社 36,420

シスコシステムズ合同会社 31,030

その他 753,803

合計 1,002,925
 

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 

(Ａ)

当期発生高(千円)
 

(Ｂ)

当期回収高(千円)
 

(Ｃ)

当期末残高(千円)
 

(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)
 

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

 

799,125 8,100,195 7,896,395 1,002,925 88.7 40.6
 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④ 仕掛品

 

品名 金額(千円)

ＩＴインフラ事業 3,197

ウェブマーケティングコミュニケーション事業 730

スマートソリューション事業 1,217

合計 5,145
 

 

⑤ 原材料

 

品名 金額(千円)

みどりクラウド 37,239

合計 37,239
 

 

EDINET提出書類

株式会社セラク(E32397)

有価証券報告書

62/67



 

⑥ 買掛金

 

相手先 金額(千円)

株式会社エルビス 5,794

メカトラックス株式会社 3,546

株式会社工芸精器製作所 1,822

株式会社アルカミクス総合研究所 1,819

株式会社ディライトシステム 1,382

その他 8,455

合計 22,820
 

　

⑦ 未払金

 

相手先 金額(千円)

未払給与 399,322

新宿社会保険事務所 38,132

未払通勤費 22,216

神奈川県情報サービス産業健康保険組合 20,137

従業員立替経費 18,609

その他 27,800

合計 526,219
 

　

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高 (千円) 1,686,379 3,483,712 5,437,600 7,500,181

税引前四半期(当期)純利益金額 (千円) 36,562 133,107 324,379 541,296

四半期(当期)純利益金額 (千円) 26,270 92,895 212,017 360,021

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 1.95 6.88 15.64 26.47
 

 
(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額 (円) 1.95 4.93 8.79 10.88
 

（注）当社は、平成29年３月１日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当

該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度  毎年９月１日から翌年８月31日まで

定時株主総会  毎事業年度終了後３か月以内

基準日  毎年８月31日

剰余金の配当の基準日  毎年８月31日、毎年２月末日

１単元の株式数  100株

単元未満株式の買取り  

    取扱場所
　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

    株主名簿管理人
　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　

    取次所 　―

    買取手数料 　無料

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告により行います。
ただし、電子公告を行うことのできない事故その他やむを得ない事由が生じたとき
は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
なお、電子公告は当社ホームページに掲載し、そのアドレスは次のとおりでありま
す。http://www.seraku.co.jp/

株主に対する特典 　該当事項はありません。
 

(注)　定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利

を行使することができません。

 (1)会社法第189条第２項各号に掲げる権利

 　(2)取得請求権付株式の取得を請求をする権利

　 (3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第29期(自　平成27年９月１日　至　平成28年８月31日)　平成28年11月25日関東財務局長に提出。

 

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成28年11月25日関東財務局長に提出

 

(3) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく

臨時報告書

平成28年11月29日関東財務局長に提出。

 

(4) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

事業年度　第30期第１四半期(自　平成28年９月１日　至　平成28年11月30日)　平成29年１月13日関東財務局長に

提出。

事業年度　第30期第２四半期(自　平成28年12月１日　至　平成29年２月28日)　平成29年４月14日関東財務局長に

提出。

事業年度　第30期第３四半期(自　平成29年３月１日　至　平成29年５月31日)　平成29年７月14日関東財務局長に

提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成29年11月22日

株式会社セラク

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　三　　浦   　　　太　　㊞

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　新　　居   伸　　浩　　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社セラクの平成28年９月１日から平成29年８月31日までの第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表

について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社セラクの平成29年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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